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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

    

回次
第48期

第１四半期連結
累計期間

第49期
第１四半期連結
累計期間

第48期

会計期間

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成23年
６月30日

売上高（千円） 2,065,1242,342,6198,612,993

経常利益（千円） 78,091 102,486 255,987

四半期（当期）純利益（千円） 31,921 67,614 135,127

四半期包括利益又は包括利益（千円） 31,696 67,412　 134,870

純資産額（千円） 3,127,1913,267,7293,230,185

総資産額（千円） 9,451,6919,248,4309,028,567

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 8.01 16.98 33.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－　 － －

自己資本比率（％） 33.1 35.3 35.8

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

　　　　　ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第48期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」　

　（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧米諸国の金融不安や財政問題などにより、減速懸念が深刻化してき

ており、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

日本経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断からの生産活動の回復が進んだものの、雇用や所得環

境は依然として低迷が続くなど、景気は厳しい状況が続きました。

当社といたしましては、こうした厳しい経営環境に対処するため、効率生産を推進することで、製造原価の一層

の削減に努めてまいりました。また、環境・エネルギー問題に対応した「次世代の屋根」の創造に積極的に取り組

み、太陽光発電システム、赤外線反射率の高い「ＥＣＯブラック４０」等、高付加価値、環境重視の商品販売に努め

てまいりました。

営業の状況といたしましては、Ｊ形瓦、Ｓ形瓦、Ｆ形瓦の増収により、売上高は前年同期を上回り、第１四半期に

おいて過去最高となりました。

利益面におきましては、燃料価格が景気減速・円高により落ち着いてきましたが、高止まりの状況が続いており

ます。しかしながら、売上高の増加により、売上総利益、営業利益、経常利益、四半期純利益は、いずれも前年同期を

上回りました。

以上により、売上高2,342百万円（前年同期比277百万円増加）、売上総利益391百万円（前年同期比58百万円増

加）、営業利益99百万円（前年同期比25百万円増加）、経常利益102百万円（前年同期比24百万円増加）、四半期純

利益67百万円（前年同期比35百万円増加）となりました。

なお、当社グループの事業は、瓦製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメントとの関連は記載してお

りません。

 　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して219百万円増加しました。これは主に

売上債権189百万円、現金預金149百万円の増加に対し、たな卸資産69百万円、固定資産65百万円が減少したこと等

によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比較して182百万円増加しました。これは主に借入金198百万円、長期未払金58

百万円、賞与引当金39百万円、仕入債務37百万円が増加したことに対し、役員退職慰労引当金110百万円、未払法人

税等61百万円が減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、配当金の支払により29百万円減少し、当四半期純利益により67百万円増加し、37百万円の増加と

なりました。　
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

　当社は、企業経営を通して、住環境の改善と顧客ニーズに対応した製品の開発に取り組み、エネルギー問題・環境問

題に積極的に取り組む地球環境に優しい企業を目指しております。

　テクノセンターにおいては、品質保証課・開発課・生産技術課の連携強化により、品質の安定化・新製品の開発・生

産効率の向上・省エネルギー化などを推進しＣＳ向上に取り組んでおります。

　お客様の要望に応え、近年需要が拡大している瓦一体型太陽光発電システムに対応する瓦「セラムＦフラット」役

物瓦に一体袖及び同質雪止瓦をラインナップに加え、高反射瓦「ＥＣＯブラック４０」による温度上昇抑止が及ぼす

発電効率への影響も調査し、その効果を確認しております。

　製品の軽量化や産業廃棄物の有効利用などを目的とした原料開発につきましても、引き続き活動してまいります。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、４百万円となりました。

　なお、当社グループの事業は、瓦製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメントとの関連は記載しておりま

せん。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,158,417 4,158,417

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

　単元株式数

　1,000株　

計 4,158,417 4,158,417 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成23年７月1日～

 平成23年９月30日
　　　　　－ 4,158,417　　　　　－ 412,903　　　　　－ 348,187

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

　ます。

 　　　 

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　175,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,965,000 3,965 －

単元未満株式 普通株式 　 18,417 － －

発行済株式総数          4,158,417 － －

総株主の議決権 － 3,965 －

  

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

新東株式会社
愛知県高浜市論地町

四丁目7番地2
175,000 － 175,000 4.20

計 － 175,000 － 175,000 4.20

　

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成

23年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 592,963 742,389

受取手形及び売掛金 2,241,606 2,430,761

商品及び製品 1,235,712 1,165,694

仕掛品 23,443 23,136

原材料及び貯蔵品 48,690 49,936

その他 38,419 51,369

貸倒引当金 △7,552 △4,184

流動資産合計 4,173,284 4,459,103

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,586,189 1,564,462

機械装置及び運搬具（純額） 337,155 319,781

土地 2,676,418 2,676,418

その他（純額） 49,124 42,389

有形固定資産合計 4,648,887 4,603,052

無形固定資産 11,420 10,936

投資その他の資産

投資有価証券 19,748 19,413

その他 202,508 168,661

貸倒引当金 △27,282 △12,737

投資その他の資産合計 194,975 175,337

固定資産合計 4,855,282 4,789,326

資産合計 9,028,567 9,248,430
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,186,230 1,223,860

短期借入金 3,459,972 3,532,376

未払法人税等 94,316 33,189

賞与引当金 14,061 53,476

その他 500,694 517,799

流動負債合計 5,255,274 5,360,701

固定負債

長期借入金 275,351 401,704

退職給付引当金 112,039 115,344

資産除去債務 33,755 33,940

役員退職慰労引当金 110,370 －

その他 11,590 69,010

固定負債合計 543,107 619,999

負債合計 5,798,382 5,980,701

純資産の部

株主資本

資本金 412,903 412,903

資本剰余金 348,187 348,187

利益剰余金 2,501,300 2,539,046

自己株式 △29,104 △29,104

株主資本合計 3,233,287 3,271,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,102 △3,304

その他の包括利益累計額合計 △3,102 △3,304

純資産合計 3,230,185 3,267,729

負債純資産合計 9,028,567 9,248,430
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 2,065,124 2,342,619

売上原価 1,732,750 1,951,264

売上総利益 332,373 391,355

販売費及び一般管理費 258,757 291,945

営業利益 73,615 99,409

営業外収益

受取利息 58 27

受取配当金 286 220

受取運送料 7,473 5,203

貸倒引当金戻入額 － 3,573

不動産賃貸料 2,719 2,458

受取保険金 4,127 －

その他 2,225 2,419

営業外収益合計 16,890 13,902

営業外費用

支払利息 12,405 10,799

その他 9 26

営業外費用合計 12,414 10,825

経常利益 78,091 102,486

特別損失

固定資産除却損 90 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,420 －

ゴルフ会員権評価損 400 －

特別損失合計 22,911 －

税金等調整前四半期純利益 55,180 102,486

法人税、住民税及び事業税 44,020 31,000

法人税等調整額 △20,760 3,872

法人税等合計 23,259 34,872

少数株主損益調整前四半期純利益 31,921 67,614

四半期純利益 31,921 67,614
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 31,921 67,614

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △224 △201

その他の包括利益合計 △224 △201

四半期包括利益 31,696 67,412

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,696 67,412
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【追加情報】

　当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年７月１日
　　至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、平成23年９月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議し、同日開

催の取締役会において、当該廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各役員の退任時に支給することを決議し

たため、役員退職慰労金制度廃止日における役員退職慰労金の未払額58,138千円を、固定負債の「その他」に含めて表示

しております。
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

　　　期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

減価償却費  59,682千円 減価償却費 55,363千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

配当金支払額

決議
株式の種
類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年９月29日

定時株主総会
普通株式 29,874 7.5平成22年６月30日平成22年９月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

配当金支払額

決議
株式の種
類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年９月29日

定時株主総会
普通株式 29,868 7.5平成23年６月30日平成23年９月30日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

　　　　平成23年７月１日　至平成23年９月30日）  

　　　　　当社グループは、瓦製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 8.01円 16.98円

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 31,921 67,614

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 31,921 67,614

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,983 3,982

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

   平成２３年１１月１４日

新東株式会社    

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大橋　英之　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 内山　隆夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新東株式会社の平成

23年７月１日から平成24年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。 

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論  

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新東株式会社及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態及び同

日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点に

おいて認められなかった。

　 

利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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